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横 浜 市 条 例 （ 番 号 ） 

   横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。 

横 浜 市 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 

第 １ 条 中 「 第 100 条 第 １ ４ 項 及 び 第 １ ５ 項 」 を 「 第 100 条 第 １ ４ 項 か ら 第 １ ６

項 ま で 」 に 改 め 、 「 調 査 研 究 」 の 次 に 「 そ の 他 の 活 動 」 を 加 え 、 「 政 務 調 査 費 」

を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。 

第 ２ 条 （ 見 出 し を 含 む 。） 並 び に 第 ３ 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま

で の 規 定 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。 

第 ４ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。 

（ 政 務 活 動 費 を 充 て る こ と が で き る 経 費 の 範 囲 等 ） 

第 ４ 条  会 派 又 は 議 員 が 政 務 活 動 費 を 充 て る こ と が で き る 経 費 の 範 囲 は 、 別 表 の

と お り と す る 。 

２  政 務 活 動 費 は 、 政 党 活 動 、 選 挙 活 動 、 後 援 会 活 動 又 は 私 人 と し て の 活 動 に 要 

す る 経 費 に 充 て る こ と が で き な い 。 

３  会 派 又 は 議 員 は 、 政 務 活 動 費 を 前 ２ 項 の 規 定 に 従 っ て 適 正 に 使 用 し な け れ ば 

な ら な い 。 

 第 ５ 条 、 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 並 び に 第 ８ 条 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 

政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。 

 附 則 の 次 に 次 の 別 表 を 加 え る 。 

別 表 （ 第 ４ 条 第 １ 項 ） 

   項 目                            内 容 

調 査 研 究 費 
 市 の 事 務 、 地 方 行 財 政 等 に 関 す る 調 査 研 究 に 要 す る 調 査

委 託 費 、 交 通 費 、 宿 泊 費 そ の 他 の 経 費 

 

研 修 費 

 研 修 会 の 開 催 又 は 研 修 会 へ の 参 加 に 要 す る 講 師 等 の 謝 金 

、 会 場 借 上 費 、 機 材 借 上 費 、 交 通 費 、 宿 泊 費 、 出 席 者 負 担

金 そ の 他 の 経 費 



広 報 費 

 会 派 若 し く は 議 員 の 活 動 又 は 市 政 に つ い て の 市 民 へ の 周

知 又 は 報 告 に 要 す る 印 刷 製 本 費 、 会 場 借 上 費 、 機 材 借 上 費 

、 交 通 費 、 ウ ェ ブ サ イ ト 作 成 管 理 費 、 送 料 そ の 他 の 経 費 

広 聴 費 

 会 派 若 し く は 議 員 の 活 動 若 し く は 市 政 に 対 す る 市 民 か ら

の 要 望 、 意 見 等 の 聴 取 又 は 市 民 相 談 に 要 す る 会 場 借 上 費 、

機 材 借 上 費 、 交 通 費 そ の 他 の 経 費 

要 請 ・ 陳 情

活 動 費 

 国 等 に 対 す る 要 請 又 は 陳 情 活 動 に 要 す る 交 通 費 、 宿 泊 費

そ の 他 の 経 費 

会 議 費 

 意 見 交 換 会 そ の 他 の 会 議 、 会 合 等 の 開 催 又 は こ れ ら へ の

参 加 に 要 す る 会 場 借 上 費 、 機 材 借 上 費 、 交 通 費 、 宿 泊 費 、

出 席 者 負 担 金 そ の 他 の 経 費 

資 料 作 成 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 必 要 と な る 資 料 の 作 成 に 要 す る 印

刷 製 本 費 、 翻 訳 料 、 原 稿 料 そ の 他 の 経 費 

資 料 購 入 費 

 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 必 要 と な る 資 料 の 購 入 等 に 要 す る

図 書 購 入 費 、 新 聞 雑 誌 購 読 料 、 デ ー タ ベ ー ス 利 用 料 、 資 料

複 写 費 そ の 他 の 経 費 

人 件 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 を 補 助 す る 者 の 雇 用 に 要 す る 賃 金 、

給 与 、 手 当 、 社 会 保 険 料 そ の 他 の 経 費 

事 務 所 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 要 す る 事 務 所 （ 附 帯 施 設 を 含 む 。 

） の 賃 借 料 、 管 理 費 、 光 熱 水 費 そ の 他 の 経 費 

事 務 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 要 す る 通 信 運 搬 費 、 消 耗 品 購 入 費

及 び 備 品 購 入 費 （ リ ー ス 料 を 含 む 。）  

   附  則 

（ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 

に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。） の 規 定 に 基 づ き 交 付 さ れ た 政 務 調 査

費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 政 務 調 査 費 に つ い て 会 派 



に 対 す る 交 付 を 選 択 し て い る 会 派 は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 会 政 務 活

動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。） 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 政 務

活 動 費 に つ い て 会 派 に 対 す る 交 付 を 選 択 し た 会 派 と み な す 。 

４  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 置 か れ て い る 会 派 の 代 表 

者 及 び 政 務 調 査 費 に 関 す る 経 理 責 任 者 は 、 新 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 置 か れ た

会 派 の 代 表 者 及 び 政 務 活 動 費 に 関 す る 経 理 責 任 者 と み な す 。 

 

   提  案  理  由 

 地 方 自 治 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 

を 改 正 す る 必 要 が あ る の で 提 案 す る 。 

 



上 段  改 正 案

下 段  現  行

 参  考 

横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 

 

  横 浜 市 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 
 横 浜 市 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 

 

（ 趣 旨 ）  

第 100 条 第 １ ４ 項 
第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 

第 100 条 第 １ ４ 項 

か ら 第 １ ６ 項 ま で                    そ の 他 の 活 動 
の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 会 議 員 の 調 査 研 究       に 資 

及 び 第 １ ５ 項 

政 務 
す る た め 必 要 な 経 費 の 一 部 と し て 、 横 浜 市 会 に お け る 会 派 又 は 議 員 に 対 し      

政 務 

活 動 費 
を 交 付 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

調 査 費 

政 務 活 動 費 
（      の 交 付 対 象 ） 

政 務 調 査 費 

政 務 活 動 費 
第 ２ 条       は 、 議 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 長 へ 届 出 の あ っ た 会 派 （ 

政 務 調 査 費 

そ の 所 属 議 員 が １ 人 の 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） に つ い て は 会 派 ご と の 選 択 に 

よ り 会 派 又 は 会 派 の 所 属 議 員 に 対 し 、 会 派 に 所 属 し な い 議 員 に つ い て は 議 員 に 

対 し 、 そ れ ぞ れ 交 付 す る 。 

政 務 活 動 費 
（      の 額 及 び 交 付 の 方 法 ） 

政 務 調 査 費 

    政 務 活 動 費 
第 ３ 条       は 、 前 条 の 規 定 に よ り 会 派 に 対 す る 交 付 を 選 択 し た 会 派 （ 以 

政 務 調 査 費 

下 「 交 付 会 派 」 と い う 。） に 対 し て は 、 月 額 550,000 円 に 当 該 会 派 の 所 属 議 員 数 

を 乗 じ て 得 た 額 を 、 同 条 の 規 定 に よ り 議 員 に 対 す る 交 付 を 選 択 し た 会 派 の 所 属 

議 員 及 び 会 派 に 所 属 し な い 議 員 （ 以 下 「 交 付 議 員 」 と い う 。） に 対 し て は 、 月 

額 550,000 円 を 毎 月 交 付 す る 。 

政 務 活 動 費 
２       は 、 毎 月 １ 日 （ 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。） に 交 付 会 派 で あ る 会 派 

政 務 調 査 費 

及 び 交 付 議 員 で あ る 議 員 に 交 付 す る も の と し 、 前 項 の 所 属 議 員 数 は 、 基 準 日 に 

お け る 会 派 の 所 属 議 員 数 に よ る も の と す る 。 

３  基 準 日 以 外 の 日 に お い て 議 員 の 任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 除 名 若 し く は 死 亡 、 

議 員 の 会 派 へ の 入 会 若 し く は 所 属 会 派 か ら の 脱 会 又 は 議 会 の 解 散 が あ っ た 場 合 

政 務 活 動 費 
に は 、 こ れ ら の 事 由 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の      の 交 付 に つ い て は 、 こ 

政 務 調 査 費 



れ ら の 事 由 が 生 じ な か っ た も の と み な す 。 一 の 会 派 が 他 の 会 派 と 合 併 し 、 会 派 

を 結 成 し 、 若 し く は 会 派 が 解 散 し た 場 合 又 は 会 派 に お い て 交 付 対 象 を 変 更 し た 

場 合 も 、 ま た 同 様 と す る 。 

（ 第 ４ 項 省 略 ） 

 （ 政 務 活 動 費 を 充 て る こ と が で き る 経 費 の 範 囲 等 ） 
（ 政 務 調 査 費 の 使 途 ） 

会 派 又 は 議 員 が 政 務 活 動 費 を 充 て る こ と が で き る 経 費 の 範 囲 は 、 別 表 の 
第 ４ 条  
    会 派 及 び 議 員 は 、 政 務 調 査 費 を 議 長 の 定 め る 使 途 基 準 に 従 っ て 適 正 に 使 

と お り と す る 。     
用 し な け れ ば な ら な い 。 

２  政 務 活 動 費 は 、 政 党 活 動 、 選 挙 活 動 、 後 援 会 活 動 又 は 私 人 と し て の 活 動 に 要 
 

す る 経 費 に 充 て る こ と が で き な い 。 
 

３  会 派 又 は 議 員 は 、 政 務 活 動 費 を 前 ２ 項 の 規 定 に 従 っ て 適 正 に 使 用 し な け れ ば 
 

な ら な い 。 
 

（ 代 表 者 及 び 経 理 責 任 者 ） 

政 務 活 動 費 
第 ５ 条  交 付 会 派 に は 、 代 表 者 及 び      に 関 す る 経 理 責 任 者 を 置 か な け れ 

政 務 調 査 費 

ば な ら な い 。 

（ 収 支 報 告 書 等 の 提 出 ） 

    政 務 活 動 費 
第 ６ 条       の 交 付 を 受 け た 会 派 の 代 表 者 及 び 議 員 は 、 議 長 の 定 め る と こ 

政 務 調 査 費 

政 務 活 動 費 
ろ に よ り 、      に 係 る 収 入 及 び 支 出 の 報 告 書 （ 以 下 「 収 支 報 告 書 」 と い 

政 務 調 査 費 

う 。） を 作 成 し 、 当 該 支 出 に 係 る 領 収 書 そ の 他 の 当 該 支 出 の 事 実 を 証 す る 書 類 

の 写 し （ 以 下 「 領 収 書 等 の 写 し 」 と い う 。） を 当 該 収 支 報 告 書 に 添 付 し 、 こ れ 

を 議 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  収 支 報 告 書 及 び 領 収 書 等 の 写 し （ 以 下 「 収 支 報 告 書 等 」 と い う 。） は 、 前 年 

政 務 活 動 費 
度 の 交 付 に 係 る      に つ い て 、 毎 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な 

政 務 調 査 費 

ら な い 。 

（ 第 ３ 項 省 略 ） 

  政 務 活 動 費 
４       の 交 付 を 受 け た 議 員 が 交 付 議 員 で な く な っ た 場 合 の 収 支 報 告 書 等 

政 務 調 査 費 

の 提 出 は 、 前 項 の 規 定 の 例 に よ る 。 た だ し 、 交 付 議 員 で な く な っ た 事 由 が 死 亡 

に よ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 が 収 支 報 告 書 等 を 提 出 



す る も の と す る 。 

（ 第 ５ 項 省 略 ） 

（ 委 任 ） 

政 務 活 動 費 
第 ８ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、      の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 

政 務 調 査 費 

市 長 が 定 め る 。 

別 表 （ 第 ４ 条 第 １ 項 ） 

   項 目                            内 容 

調 査 研 究 費 
 市 の 事 務 、 地 方 行 財 政 等 に 関 す る 調 査 研 究 に 要 す る 調 査

委 託 費 、 交 通 費 、 宿 泊 費 そ の 他 の 経 費 

研 修 費 

 研 修 会 の 開 催 又 は 研 修 会 へ の 参 加 に 要 す る 講 師 等 の 謝 金 

、 会 場 借 上 費 、 機 材 借 上 費 、 交 通 費 、 宿 泊 費 、 出 席 者 負 担

金 そ の 他 の 経 費 

 

広 報 費 

 

 会 派 若 し く は 議 員 の 活 動 又 は 市 政 に つ い て の 市 民 へ の 周

知 又 は 報 告 に 要 す る 印 刷 製 本 費 、 会 場 借 上 費 、 機 材 借 上 費 

、 交 通 費 、 ウ ェ ブ サ イ ト 作 成 管 理 費 、 送 料 そ の 他 の 経 費 

広 聴 費 

 会 派 若 し く は 議 員 の 活 動 若 し く は 市 政 に 対 す る 市 民 か ら

の 要 望 、 意 見 等 の 聴 取 又 は 市 民 相 談 に 要 す る 会 場 借 上 費 、

機 材 借 上 費 、 交 通 費 そ の 他 の 経 費 

要 請 ・ 陳 情

活 動 費 

 国 等 に 対 す る 要 請 又 は 陳 情 活 動 に 要 す る 交 通 費 、 宿 泊 費

そ の 他 の 経 費 

会 議 費 

 意 見 交 換 会 そ の 他 の 会 議 、 会 合 等 の 開 催 又 は こ れ ら へ の

参 加 に 要 す る 会 場 借 上 費 、 機 材 借 上 費 、 交 通 費 、 宿 泊 費 、

出 席 者 負 担 金 そ の 他 の 経 費 

資 料 作 成 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 必 要 と な る 資 料 の 作 成 に 要 す る 印

刷 製 本 費 、 翻 訳 料 、 原 稿 料 そ の 他 の 経 費 

 
 

資 料 購 入 費 

 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 必 要 と な る 資 料 の 購 入 等 に 要 す る

図 書 購 入 費 、 新 聞 雑 誌 購 読 料 、 デ ー タ ベ ー ス 利 用 料 、 資 料

複 写 費 そ の 他 の 経 費 



人 件 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 を 補 助 す る 者 の 雇 用 に 要 す る 賃 金 、

給 与 、 手 当 、 社 会 保 険 料 そ の 他 の 経 費 

事 務 所 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 要 す る 事 務 所 （ 附 帯 施 設 を 含 む 。 

） の 賃 借 料 、 管 理 費 、 光 熱 水 費 そ の 他 の 経 費 

事 務 費 
 会 派 又 は 議 員 の 活 動 に 要 す る 通 信 運 搬 費 、 消 耗 品 購 入 費

及 び 備 品 購 入 費 （ リ ー ス 料 を 含 む 。）  

                                    

 


